大阪府私立専修学校専門課程質保証・向上補助金　交付要綱　新旧対照表
次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に傍線で示すように改正する。
	新
	旧

	大阪府私立専修学校専門課程質保証・向上補助金交付要綱
（定義）

第２条　この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

（１）～（３）略
　（４）学生の修学支援に係る体制整備
学生の修学環境を整えるため、学校生活、家庭及び進路の悩みに寄り添う専門人材を配置した学生相談体制の整備及び研修をいう。

（補助対象経費）

第３条　補助対象経費は、交付年度において設置者が実施する次の各号に掲げる事業（以下「補助事業」という。）に直接要する経費であって、他の補助制度の交付対象となっていない経費とする。ただし、第１号、第２号及び第４号に係る経費については、専門課程に係る経費に限る。
（１）～（３）　略
（４）学生の修学支援に係る体制整備


	大阪府私立専修学校専門課程質保証・向上補助金交付要綱
（定義）

第２条　この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

（１）～（３）略
　（４）（追加）
（補助対象経費）

第３条　補助対象経費は、交付年度において設置者が実施する次の各号に掲げる事業（以下「補助事業」という。）に直接要する経費であって、他の補助制度の交付対象となっていない経費とする。ただし、第１号、第２号及び第４号に係る経費については、専門課程に係る経費に限る。
（１）～（３）略
（４）生徒の修学支援に係る体制整備




附則
この要綱は、令和８年６月30日から施行し、令和８年度の事業から適用する。

